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播磨町中央公民館指定管理者募集要項 

 

播磨町中央公民館の指定管理者になる法人その他の団体を、次のとおり募集します。 

 

１ 施設 

（１）施設概要 

名称    播磨町中央公民館 

所在地   加古郡播磨町東本荘１丁目５番４０号 

設置目的  社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条の目的により設置

する。 

建築年月  昭和５３年３月 

構 造   鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 

階 数   地上２階、地下１階建て 

敷地面積  ３，１１７㎡ 

延床面積  ２，１１１㎡ 

施設内容  地階：実習室、機械室、倉庫 

１階：研修室１、特別研修室、大ホール、県民交流広場会議室、ロビ

ー、喫茶コーナー、事務室、事務室倉庫、トイレ、エレベータ

ー 

２階：研修室２、研修室３、研修室４、研修室５、視聴覚室、和室、

料理教室、 

トイレ、エレベーター 

年間利用件数   ３，２１７件（令和４年度） 参考 ４，２１８件（令和元年

度） 

年間利用人数   ７１，１０３人（令和４年度） 参考 ５３，９５２人（令和

元年度） 

（２）指定期間 

令和６年（２０２４年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで（３

年間） 

（３）開館時間 

午前９時から午後９時３０分まで 

指定管理者指定申請者は、開館時間の延長を提案できます。 

（４）休館日 

     １２月２９日から翌年の１月３日まで 

＊指定管理者が必要と認める場合は、あらかじめ播磨町の承認を受けて臨時に休

館し、又は休館日を変更することができます。指定管理者指定申請者は、臨時

の休館日を提案してください。 

＊現在の休館日は毎月第３日曜日 

（５）管理運営方針 

公民館は、住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事

業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与することを目的とします。幼児から高齢者まで住民全ての
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生涯学習に資することで、豊かな地域文化を創造する施設です。 

（６）管理基準 

     指定管理者は、法令、播磨町立公民館の設置及び管理に関する条例及び本条例に基

づく規則その他播磨町の定めるところに従い、公民館の管理を行わなければならな

い。 

（７）指定管理者が行う業務 

（ア）館長業務（指定管理業務に総括的な責任を持ち、播磨町中央公民館を統括し、利

用者に対して公民館を代表する総括管理責任者） 

（イ）施設及び設備の維持管理に関すること。 

（ウ）物品の保管及び経理に関すること。 

（エ）その他庶務に関すること（人事・契約・広報他）。 

（オ）使用許可及び使用料の徴収など窓口業務の運営管理に関すること。 

（カ）社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２２条の規定による事業 

（キ）ボランティアの育成支援 

（ク）関係機関との連携 

（ケ）利用状況の記録統計等に関すること。 

（コ）その他公民館運営に必要なこと。 

２ 経費 

（１）指定管理料 

指定管理料は、予算を上限とした範囲内で、提出された収支予算書で提示のあった

金額を参考に決定し、年度協定で決定した額を支払います。支払い時期及び金額は協

定で定めます。 

なお、消費税率が改正された場合には、協定に基づき指定管理料の変更を協議しま

す。法人税等その他の税金の税率改正による指定管理料の変更はありません。 

（２）管理口座 

経費及び収入は、法人その他の団体の口座とは別の口座で管理してください。 

また、指定管理業務に係る経費とその他の業務に係る経費を区分して整理してくだ

さい。 

（３）播磨町が支払う経費に含まれるもの 

公民館運営及び施設維持にかかる経費とします。 

３ 応募 

（１）応募資格 

施設を円滑にかつ安定して管理運営できる法人その他の団体（法人格は不問、個人

の応募は不可）で、次の要件を満たしていること。 

（ア）法律行為を行う能力を有すること。  

（イ）破産者でないこと（復権を得ている場合は可）。 

（ウ）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準

用する場合を含む。）の規定による一般競争入札の参加を制限されていないこと。 

（エ）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指

定の取消しを受けていないこと。 

（オ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）第２１条の規定による申立てをしていないこと。 
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（カ）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（キ）施設を管理するにあたり、資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有してい

ること。 

（ク）播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第１３号）第

２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第２号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

（ケ）次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

ａ．暴力団員が役員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第９条第２１号ロに規定する役員をいう。以下同じ。）として、

又は実質的に経営に関与している団体 

ｂ．暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者（役員を除く。以下「監督責任

者」という。）として使用し、又は代理人として選任している団体 

ｃ．次に掲げる行為をした団体（ただし、団体が法人である場合にあっては、役員

又は監督責任者が当該行為をした団体に限る。） 

① 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的

を持って、暴力団の威力を利用する行為 

   ② 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為 

③ ①又は②に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関

係を有していると認められる行為 

ｄ．ａからｃまでに掲げるいずれかに該当するものであることを知りながら、これ

を相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを

利用している団体 

（コ）特定非営利活動法人については、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７

号）第４２条の規定に該当する者でないこと。 

（サ）その他播磨町が必要と認めた事項。 

（２）共同事業体 

（ア）共同事業体で応募する場合は、代表する法人を決めてください。なお、共同事業

体のすべての構成員は、（１）の応募資格を満たしていることが必要です。 

    （イ）単独で応募した法人は、他の共同事業体の応募の構成員になることはできませ

ん。 

    （ウ）複数の共同事業体において、同時に構成員になることはできません。 

      （エ）応募後の共同事業体の構成員の変更は認めません。ただし、播磨町が特に理由が

あると認める場合はこの限りではありません。 

（３）応募条件 

   （ア）提出された書類は、理由のいかんを問わず返却しません。 

   （イ）応募に関して必要な費用は、応募者の負担とします。 

   （ウ）提出された書類の変更は認められません。 

   （エ）応募者から提出された書類の著作権は、応募者に帰属します。播磨町が提案され

た書類の内容について使用する場合は、別途協議するものとします。 

   （オ）播磨町が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することは禁じま

す。また、この検討の範囲であっても、播磨町の了承を得ることなく、第三者に

対してこれを使用させたり、又は内容を提示したりすることを禁じます。 
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（４）募集及び選定日程 

（ア）募集要項等の配布 令和５年８月２４日（木）～９月２９日（金）午後５時まで 

（イ）現地説明会    必要に応じて募集要項配布期間内に実施 

   （ウ）質問の受付    令和５年８月２４日（木）～９月８日（金）午後５時まで 

      （エ）質問の回答    令和５年９月１３日（水） 

   （オ）申請書の受付   令和５年９月２５日（月）～１０月３日（火）午後５時まで 

（土曜日及び日曜日を除く） 

   （カ）選定結果の通知  令和５年１１月１５日頃 

   （キ）指定管理者の議決 令和５年１２月定例会を予定 

      （ク）協定の締結    令和６年１月～２月 

（５）募集要項等の配布 

募集要項等の関係書類については、播磨町ホームページでご覧いただけます。窓口

では配布しませんので、必要に応じてダウンロードしてください。 

（６）質問の受付 

     募集要項の内容等に関する質問を受け付けます。なお、口頭等による質問について

は回答できません。 

また、公正をきすために配布開始から選定終了までは、関係者の播磨町住民協働部

協働推進課事務室への入室を禁止します。 

受付方法：指定管理者公募にかかる質問書（様式５）に質問事項を記載の上、下記

の電子メールアドレス宛に送信してください。電話、ＦＡＸ、郵送等で

は受付しません。 

なお、質問書を送信した場合は、播磨町住民協働部協働推進課まで電子

メールの到達確認を電話で行ってください。 

電子メールアドレス：kyodo@town.harima.lg.jp 

電子メール到達確認先：播磨町住民協働部協働推進課 

TEL（０７９）４３５－２３６４ 

（７）質問の回答 

     回答は、９月１３日（水）に、播磨町ホームページに掲載します。 

４ 留意事項 

（１）現地説明会 

     開催日時：必要に応じて募集要項配布期間内に実施 

開催場所：播磨町役場（説明後、現地に行きます。） 

※現地説明会への出席は各団体２人以内とします。 

（ア）説明会 

現地説明会は事前申込制ですので、現地説明会参加申込書（様式６）に下記の

事項を記載し、下記の電子メールアドレス宛に申し込みをしてください。 

なお、申し込みを行った際に、播磨町住民協働部協働推進課まで電子メールの到

達確認を電話で行ってください。 

・法人名又は団体名 

・法人又は団体の住所 

・代表者氏名 

・出席者氏名（携帯電話番号も記載のこと） 
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・担当者氏名（携帯電話番号も記載のこと） 

・連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス） 

【申込先】 

電子メールアドレス：kyodo@town.harima.lg.jp 

電子メール到達確認先：播磨町住民協働部協働推進課 

TEL（０７９）４３５－２３６４ 

（２）面接審査 

     面接審査を行う場合は、別途、申込団体の代表者へそれぞれ通知します。  

（３）申請書類 

申請時に以下の書類（正本１部、副本１４部）を播磨町住民協働部協働推進課に提

出してください。 

（ア）指定管理指定申請書（播磨町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する

条例施行規則 様式第１号）  

（イ）事業計画書（様式１の１～１の９） 

ａ．公民館運営の基本方針（様式１の１） 

公民館の役割及び運営に対する基本方針 

ｂ．自主事業に対する基本方針及び具体的方策（様式１の２） 

実施事業の種類及び料金設定 

ｃ．開館時間及び日数（様式１の３） 

年間開館時間及び日数の一覧表 

ｄ．勤務体制（様式１の４） 

業務従事者の勤務体制及び配置人員、組織図、採用形態（フルタイム・パー

ト等の区分及び人数）。未採用の場合は採用計画を添付すること。また、従事者

の研修方針及び研修計画についても記載のこと。併せて町内在住者の雇用に対

する基本方針及び全体に占める割合を記載のこと。 

ｅ．個人情報の漏洩防止（様式１の５） 

個人情報に対する基本方針及び漏洩防止策 

     ｆ．効率的運営手法（様式１の６） 

        効率的運営手法及びその経費に関する具体的方策 

      ｇ．学校・地域・団体（ボランティア含む）等との連携（様式１の７） 

         連携についての基本方針及び連携策 

ｈ．施設管理及び安全対策（様式１の８） 

  委託業務等に対する基本方針及び具体的施策並びに施設運営を行う上での安

全対策について記載すること。また、大規模災害等発生時における町の防災対

策等に対する協力内容についても記載のこと。  

ｉ．その他（様式１の９） 

        利用者へ提供できるサービス等があれば詳細を記載すること。これらについ

ては、紙面に収まらない場合は別の資料の添付でも可とする。 

（ウ）収支計画書（様式２） 

管理運営全般にかかる３年間の経費について、年度ごとに作成して提出してく

ださい。金額には、消費税等を含む必要な全ての経費を掲載してください。 

なお、１件２０万円以上の施設補修については、原則として播磨町が負担しま
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すが、その内容については、施設の維持に必要不可欠な補修とし、それ以外の補

修・改装等は負担できません。光熱水費及び修繕料の実績については、別紙を参

考にしてください。また、播磨町が貸与する物品（事務用机・椅子・ロッカーそ

の他附帯設備）及び業務用機器（コピー機その他附帯設備）等は無償で貸与しま

す。 

（エ）事業者概要書（様式３） 

法人等の設立趣旨、資本金、事業内容、組織、人員数等、事業者の概要がわか

るもの。なお、共同事業体で応募する場合は、共同事業体であることを証する協

定書（任意様式：押印要）を提出すること。 

（オ）指定管理者の申請に係る誓約書（様式４） 

共同事業体として応募する場合には、構成団体すべてについて誓約書を提出す

ること。 

（カ）法人にあっては以下のもの 

ａ．当該法人の定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本 

ｂ．納税証明書（国税及び地方税：直近３年分原本） 

・国税（法人は法人税及び消費税） 

・都道府県税（法人都道府県税、法人事業税） 

・市町税（法人市町民税、固定資産税） 

ｃ．過去３年間の事業報告書及び決算書（損益計算書及び貸借対照表等を含む） 

ｄ．印鑑証明書 

（キ）その他の団体にあっては以下のもの 

ａ．会則及び役員名簿 

ｂ．納税証明書（国税及び地方税：直近３年分原本） 

ｃ．過去３年間の事業報告書及び決算書 

ｄ．印鑑証明書 

（ク）その他播磨町が必要と認める書類 

＊証明書類は証明年月日が申請書提出時の３か月以内のもので、それぞれ発行官公

署において定めた様式を使用してください。また、書類は正本１部、副本１４部

を提出してください。 

５ 審査 

（１）審査の基準 

（ア）利用者の平等な利用及びサービスの向上が図られるものであること。 

（イ）施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（ウ）利用者の安全対策が確立されており、緊急時及び災害時に備えた計画が検討され

ていること。 

（エ）施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有してお

り、又は確保できる見込みがあること。 

（オ）施設の適切な維持及び管理並びに管理に要する経費を縮減できる見込みがあるこ

と。 

（２）審査の手順 

（ア）応募書類の確認 

       団体からの提出資料について、播磨町住民協働部協働推進課で確認をします。 
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（イ）審査方法 

       書類審査及び必要により面接を行い、選定委員会で決定します。 

（ウ）審査結果の通知 

       審査の結果は、応募団体に郵送で通知します。 

６ その他 

（１）事業報告 

（ア）月報報告 

指定管理者は月報を作成し、播磨町に提出しなければならない。月報は月毎の

利用状況や事業実施状況、利用者からの意見、要望等とその結果及び対応策につ

いて月毎にまとめてください。 

（イ）必要書類の提出及びヒアリング 

播磨町が必要と認めた場合は、必要書類の提出及び指定管理者からのヒアリン

グを行う。その場合、指定管理者は必要書類を提出し、ヒアリングを受けなけれ

ばならない。 

（ウ）事業報告書の提出について 

会計年度終了後、６０日以内に事業報告書を提出しなければならない。 

（エ）業務の内容が低下した場合の措置 

事業評価の結果、指定管理者の業務が仕様書に規定した内容を満たしていない

と判断した場合、是正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消すこと

があります。 

（２）関係法規の遵守 

業務を遂行する上で、町条例及び他の関連法規は、それらを遵守しなければならな

い。関連法規とは、既存の法令等だけではなく、指定管理者受託期間においての町条

例及び法令等の変更も含まれます。遵守しない場合は、指定を取り消すことがありま

す。 

（３）事務引継業務 

協定発効までの期間においては、必要書類作成や事務引継、各業務の習得を行って

いただきます。ただし、習得期間の費用については、全て指定管理者の負担としま

す。また、通常開館しながら行っていく予定としています。 

（４）申請辞退 

申請書を提出した応募者が申請を辞退する場合は、申請辞退届（任意様式）を提出

してください。 

（５）資料及び回答書 

播磨町が配布する資料及び回答書は、本募集要項と一体のものとして、同等の効力

を有するものとします。 

（６）失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

   （ア）申請期限内に申請書類が提出されない場合 

   （イ）提出書類の内容に虚偽の記載があった場合 

   （ウ）選定の公平性に影響を与える行為があった場合 

   （エ）本要項を含む配布資料に対して違反すると認められる場合 
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（別紙） 

光熱水費及び修繕料実績 

科 目 
年度 

R1 R2 R3 R4 

光熱水費 3,569,337円 3,120,954円 3,531,890円 4,373,051円 

修繕費 645,448円 1,283,205円 741,877円 287,262円 

 

 ※播磨町中央公民館は、平成30年度に大ホール改修工事、平成31年度に研修棟改修工事を実

施しています。 


